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重要事項説明書 

（居宅介護支援） 

あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を

締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにく

いことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成 11 年厚生省令第 38 号）」第４条の規定に基づき、指定居宅介護支援提供契約締結

に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１． 指定居宅介護支援を提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社 やさしい手仙台 

代 表 者 氏 名 代表取締役  残間 孝幸 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

仙台市宮城野区出花 2-12-5 サンハイツビル 102 

（TEL）022－388－8221    （FAX）022－388－8222 

 

２． ご利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所の所在地について 

事 業 所 名 称 やさしい手仙台ケアセンター宮城野 

介護保険指定 

事 業 者 番 号 
０４７５２００３１７ 

事業所所在地 仙台市宮城野区出花 2-12-5 サンハイツビル 102 

連 絡 先 （TEL）022-388-9596 （FAX）022-388-9587  

事業所の通常の 

事業の実施地域 
仙台市・多賀城市・塩釜市・七ヶ浜町・利府町 

緊急連絡先 
営業時間外でも連絡可能な緊急連絡先 

 022-388-9596 ※転送サービスで時間外受付担当者が対応します。 

 

３．事業の目的および運営の方針、サービスの提供方法・内容 

（１）事業の目的 

やさしい手仙台ケアセンター宮城野（以下、「事業所」という）は、ご利用者が要介護状態

等になった場合においても、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的に、居宅介護支援事業を行いま

す。ご利用者が、住みなれた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよ

うに、それぞれのご利用者に合ったきめ細かい居宅サービス計画を作成し、心身の健康

が維持できるような支援を行います。 
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（２）運営の方針 

①要介護状態となった場合においても、そのご利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援

事業を行います。 

②ご利用者の心身の状況、環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療

サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮して居宅介護支援事業を行います。 

③居宅介護支援の提供に当たっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者

の立場に立って、提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス

事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に努めます。 

④居宅サービス計画の作成にあたり、ご利用者は、介護支援専門員に対し、複数の指定

居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置づけた指

定居宅サービス事業者等の選定理由を求めることができます。 

⑤区市町村、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、他の指定居宅介

護支援事業者、指定特定相談支援事業者、地域における様々な取組を行う者等関係

機関との連携に努めます。 

 

４． ご利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所体制について 

（１）事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

（２）事業所の職員体制 

管 理 者 氏 名 油井 由美 

 

職 職 務 内 容 人員数 

管理者 事業所管理業務及び居宅介護支援業務を行います。 常勤 1名 

介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常勤 1名以上 

 

（３）居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 

居宅介護支援の

内容 

①居宅サービス計画の作成 

②居宅サービス事業者との連絡調整 

③サービス実施状況把握、評価 

④ご利用者の状況把握 

⑤給付管理 

⑥要介護認定申請に関する援助 

⑦相談業務 

営 業 日 
月曜日～金曜日 

（土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/30～1/3）は休日となります） 

営 業 時 間 9時 00分～18時 00分 
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介護保険適用の 

有無 

上記①～⑦の内容は、指定居宅介護支援の一連の業務として、介護

保険の対象となるものです。 

指定居宅介護支

援の利用申し込

みから介護サー

ビス提供までの

基本的な流れ 

①ご利用者より事業所へ指定居宅介護支援依頼を頂きます。 

②ご利用者の介護保険被保険者証を確認します。 

③重要事項説明書による説明を行い、同意を頂きます。 

④契約を締結します。 

⑤ご利用者の状態把握・課題分析をします。 

⑥居宅サービス計画原案を作成し、ご利用者及びご家族等に説明し同

意を頂きます。 

⑦居宅サービス計画の作成にあたり、ご利用者は、介護支援専門員に

対し、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居

宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選

定理由を求めることができます。 

⑧前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅

サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与

及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割

合及び前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち

同一の指定居宅サービス事業所又は指定地域密着型サービス事業

所によって提供されたものが占める割合について文書を交付し説明

するよう努めます。 

⑨居宅サービス事業者との調整（サービス担当者会議の開催・サービ

スの依頼等）をします。 

⑩ご利用者及びご家族等が医療系サービスの利用を希望している場

合等は、ご利用者及びご家族等の同意を得て主治の医師等の意見

を求めます。この意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス

計画を交付します。 

⑪居宅サービス計画をご利用者及びご家族等に説明し、同意を頂 

きます。 

⑫同意いただいた居宅サービス計画に基づき、サービス提供事業者に

より介護サービスが計画的に提供されます。 

⑬介護支援専門員は居宅サービス計画作成後においても、ご利用者

及びご家族等、居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅

サービス計画の実施状況を把握（以下「モニタリング」）するとともに、

少なくとも月に 1回ご利用者宅を訪問することによりご利用者の課題

把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との

連絡調整その他の支援を行います。 

モニタリングの結果は毎月記録します。 

なお、モニタリングに関しては、以下の要件を満たす場合はテレビ電
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話装置その他の情報通信機器を活用し、実施することができるもの

とします。 

  ア ご利用者の同意を得ること。 

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ⅰ ご利用者の状態が安定していること。 

ⅱ ご利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること

（家族のサポートがある場合も含む）。 

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情

報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集す

ること。 

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）はご利

用者の居宅を訪問すること。 

⑭ご利用者が入院された場合、入院先の医師等とご利用者の情報の

共有をし、スムーズな在宅復帰を支援します。 

※入院された場合は、担当介護支援専門員の氏名等を医療機関に

お伝えください。 

⑮ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は変更が

必要と介護支援専門員が判断した場合は、ご利用者の同意をもって

変更します。 

利用料（月額） 別紙の「利用料金」を参照ください。 

ご利用者負担額 
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 

（全額介護保険により負担されます。） 

 

５．緊急時の対応方法 

居宅介護支援の提供中に容態の変化等があった場合は、主治医、救急隊、親族等への連

絡をいたします。 

 

６． 事故発生時の対応 

ご利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族等、

主治医または関係医療機関、区市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、

事故の状況及び事故に際して採った処置について事故報告書を作成し、その内容を社長に

報告した後、社内に公表し再発防止に努めます。事故報告書は契約終了後５年間保管するこ

ととします。 

 

７．賠償責任 

株式会社やさしい手仙台（以下、「やさしい手仙台」という）は、居宅介護支援の提供にともな

って、やさしい手仙台の責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼ

した場合は、適正な賠償義務の履行を誠実に行います。ただし、以下の場合は賠償の範囲に

含まれないことがあります。 
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①居宅介護支援提供時に介護支援専門員の身体能力では防ぎきれないご利用者による失

踪・徘徊、第三者への危害(人身障害と物損害を含む)、自傷、物損(所有者に関わらず) 

②ご利用者の体調の急変や医療機器の不具合などの不可抗力又は不測の事態による損害 

③やさしい手仙台へのご利用者の居宅介護支援の提供中に注意すべき点等の事前の情報

提供が不十分で、予測不可能な損害 

 

８．高齢者虐待防止について 

ご利用者の人権の擁護・虐待の防止のために、以下の取り組みを実施します。 

①虐待防止等のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を定期的に開催すると

ともに委員会での検討結果を従業員に周知徹底します。 

②虐待防止のための指針の整備を行います。 

③従業員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施し、その結果につ

いて、従業員に周知徹底します。 

虐待の防止等責任者 

氏名:  油井 由美  連絡先（電話）： ０２２－３８８－９５９６     

 

９．身体拘束適正化について 

 ご利用者の身体拘束等の適正化のために、以下の取り組みを実施します。 

①ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束を行いません。 

②やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

③身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底します。 

④身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

⑤従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施し、研修を通じて従 

業員の人権意識、知識および技術の向上に努めます。 

 

１０．業務継続計画の策定等 

やさしい手仙台は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対するサービスの提

供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

２ やさしい手仙台は、介護支援専門員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修および訓練を定期的に実施します。  

３ やさしい手仙台は、定期的に業務継続計画に見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行います。 

 

１１．衛生管理等 

やさしい手仙台は、事業所の介護支援専門員等の清潔の保持および健康状態について必

要な管理を行います。 

２ やさしい手仙台は、事業所の設備及び備品等について，衛生的な管理に努めます。 
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３ やさしい手仙台は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

（１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね６月に１回

以上開催するとともに，その結果について，訪問介護員等に周知徹底を図ります。 

（２）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）介護支援専門員等に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施します。 

 

１２．成年後見制度の活用支援 

  やさしい手仙台は、ご利用者と適正な契約手続き等を行う為、必要に応じ、成年後見制度

の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行います。 

 

１３． サービス提供に関する相談、苦情について 

（１） 苦情処理の体制及び手順 

提供した指定居宅介護支援に係る、ご利用者及びそのご家族等からの相談及び苦情を受け

付けるための窓口を設設置します。 

 

 

 

 

 

苦情窓口 

状況報告 

居宅介護支援事業者 

管理者状況検分 

対応策会議 

苦情報告書 

居宅介護支援事業者 

苦情報告書 

介護サービス事業者 

介護サービス事業者 

管理者状況検分 

区市町村 ご利用者 

利用者へ報告、説明 

謝罪 

対応策の実施 

居宅介護支援事業者 

利用者へ報告、説明 

謝罪 

対応策の実施 

介護サービス事業者 

報告・提出 

連携 

連絡 
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（２） 苦情申立の窓口 

 

（３） その他 

  苦情の状況及び苦情に際して採った処置について報告書を作成し、その内容を社長に報

告した後、社内に公表し再発防止に努めます。報告書は契約終了後５年間保管することとし

ます。 

 

１４． 秘密の保持 

事業者は、サービス提供をする上で知り得たご利用者及びそのご家族等に関する情報を、

正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です｡ 

事業者はご利用者およびそのご家族等に関する個人情報について、サービスを円滑に提

供するために実施するサービス事業者との連絡調整、サービス担当者会議等において、必要

最小限の範囲内で使用します。ただし、提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのな

いよう細心の注意を払います。 

 

 

苦情相談 

対応窓口 

の名称・ 

連絡先・ 

対応時間 

事業所に設置 

された苦情相談 

対応窓口 

名  称 
やさしい手仙台ケアセンター宮城野 

居宅支援部長 油井 由美 

連 絡 先 TEL：022-388-9596  FAX：022-388-9587 

対応時間 ９：００～１８：００（土日祝日を除く） 

法人に設置 

された苦情相談 

対応窓口 

名  称 
株式会社 やさしい手仙台  

総務部  佐藤 雅彦 

連 絡 先 TEL：022-388-8221  FAX：022-388-8222 

対応時間 ９：００～１８：００（土日祝日を除く） 

仙台市に設置 

された苦情相談 

対応窓口 

介護事業支援課 

ケアマネジメント指導係 
ＴＥＬ：022-214-8626 

各区役所 

介護保険課 

介護保険係 

青葉区 ＴＥＬ：022-225-7211(代) 

宮城野区 ＴＥＬ：022-291-2111(代) 

若林区 ＴＥＬ：022-282-1111(代) 

太白区 ＴＥＬ：022-247-1111(代) 

泉区 ＴＥＬ：022-372-3111(代) 

対応時間 ８：３０～１７：００（土日祝日を除く） 

仙台市以外の

方の苦情相談

対応窓口 

名 称  

連 絡 先  

対応時間  

国保連に設置 

された苦情相談 

対応窓口 

名  称 宮城県国民健康保険団体連合会 

連 絡 先 TEL：022-222-7700  FAX：022-222-7260 

対応時間 ９：００～１７：００（土日祝日を除く） 
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１５. 個人情報保護について【指定居宅支援事業における個人情報の取り扱い基準の遵守に

ついて〈平成 11.3.31 厚令三十七に基づく〉】 

（１）個人情報は、介護保険事業ならびに関連事業のサービス提供前に、利用目的の範囲を

説明し、同意を頂いた上で収集いたします。 

（２）同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。同意・依

頼の下で個人情報の提供、預託を行う場合においても、提供･預託先に適正に管理するよ

う、監督を行って参ります。 

 

１６． 身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者またはご利用者のご

家族等から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１７．その他 

（１）担当介護支援専門員の交替を希望される場合には、前記の事業所管理者にご相談くださ

い。 

（２）介護支援専門員に対する贈り物や飲食等のお気遣いは、ご遠慮申し上げます。 

（３）事業所内にて忘れ物を発見し、その所有者が判明したときは、やさしい手仙台は当該所

有者に速やかに連絡を行うと共にその指示を求めます。なお、その指示により、忘れ物を発

送する場合の費用は所有者のご負担と致します。また、所有者の指示が無い場合または

所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けま

す。なお、忘れ物が飲食物、新聞、雑誌の場合は、即日処分致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



やさしい手仙台(居宅支援重説－Ｒ070401－宮) 

9 

 

１8． 重要事項説明の年月日 

重要事項説明書の説明年月日 令和     年     月     日 

 

指定居宅介護支援の提供開始にあたり、上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）」第４条の規定に基づき、ご利

用者に説明を行いました。 

 
 

 

事
業
者 

所在地 仙台市宮城野区出花 2-12-5 サンハイツビル 102 

法人名 株式会社 やさしい手仙台 

代表者名 代表取締役  残間 孝幸 

事業所名 やさしい手仙台ケアセンター宮城野 

説明者氏名                              

私は、本書面により、株式会社やさしい手仙台から指定居宅介護支援サービスについての重

要事項説明を受け、個人情報の取り扱いについても十分に理解し、同意の上交付を受けまし

た。 

ご利用者 

住  所 
 

氏  名  

 

ご家族 

ご利用者と

の関係・続柄 

 

住  所 
 

氏  名  

※上記欄に署名された方は、同欄の署名を持って、本契約第１３条第２項に基づいて株式会

社やさしい手仙台がご利用者のご家族の個人情報を使用することに同意したものとします。 

代理人 

ご利用者と

の関係・続柄 

 

住  所 
 

氏  名  

 ※上記欄に署名された方は、同欄の署名を持って、本契約第１３条第２項に基づいて株式

会社やさしい手仙台がご利用者の代理人の個人情報を使用することに同意したものとします。 
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別紙「利用料金表」 

 
（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、全額給付されるので自己負担はありません。保険

料の滞納等により法定代理受領※ができなくなった場合は、要介護度に応じて所定

の金額を当事業所に一旦お支払いいただきますが、当事業所発行の指定居宅介護支

援証明書を区市町村等の窓口に提出していただくと、全額払い戻しを受けられま

す。 

※法定代理受領とは、保険者が、サービスを受けたご利用者に代わって、サービスを提供した事業者や施

設に対して保険負担分の費用を支払うことです。 

【基本報酬】     

  ☑居宅介護支援費（Ⅰ） □ 居宅介護支援費（Ⅱ） □ 居宅介護支援費（Ⅲ） 

摘 

要 

□①介護支援専門員１人当たりのご利

用者の数が 45人未満の場合 

 

 

 

 

□②ケアプランデータ連携システムを

活用し、かつ、事務職員の配置を行っ

ており 50件未満の場合 

 

□③同一建物に居住する居宅介護支

援費 

当該事業所が下記に該当する場合、所

定単位数の 95%を算定。 

・指定居宅介護支援事業所の所在する

建物と同一の敷地内、隣接する敷地内

の建物又は指定居宅介護支援事業所

と同一の建物に居住 

・ 指定居宅介護支援事業所における 1

月当たりの利用者が同一の建物に 20

人以上居住する建物(上記を除く。)に居

住している。 

□①介護支援専門員１人当たり

のご利用者の数が 45人以上 60

人未満の場合 

（45人以上 60人未満の部分のみ

適用。45人未満の部分は居宅介

護支援（Ⅰ）を適用） 

□②ケアプランデータ連携システ

ムを活用し、かつ、事務職員の配

置を行っており 50人以上 60人未

満の場合 

□③同一建物に居住する居宅介

護支援費 

当該事業所が下記に該当する場

合、所定単位数の 95%を算定。 

・指定居宅介護支援事業所の所

在する建物と同一の敷地内、隣接

する敷地内の建物又は指定居宅

介護支援事業所と同一の建物に

居住 

・ 指定居宅介護支援事業所にお

ける 1月当たりの利用者が同一

の建物に 20人以上居住する建

物(上記を除く。)に居住している。 

□①介護支援専門員１人当たりの

ご利用者の数が 60人以上の場合 

（60人以上の部分のみ適用。60人

未満の部分は居宅介護支援（Ⅱ）を

適用） 

 

□②ケアプランデータ連携システム

を活用し、かつ、事務職員の配置を

行っており 60人以上の場合 

 

□③同一建物に居住する居宅介護

支援費 

当該事業所が下記に該当する場

合、所定単位数の 95%を算定。 

・指定居宅介護支援事業所の所在

する建物と同一の敷地内、隣接する

敷地内の建物又は指定居宅介護支

援事業所と同一の建物に居住 

・ 指定居宅介護支援事業所におけ

る 1月当たりの利用者が同一の建

物に 20人以上居住する建物(上記

を除く。)に居住している。 
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介護

度 
要介護 1・2 要介護 3・4・5 要介護 1・2 要介護 3・4・5 要介護 1・2 要介護 3・4・5 

単位

数 

①②1086単位 

③ １０３１単位 

①②1411単位 

③ 1340単位 

① 544単位 

② 527単位 

③ 516単位 

500単位 

① 704単位 

② 683単位 

③ 668単位 

648単位 

① 326単位 

② 316単位 

③ 309単位 

300単位 

① 422単位 

② 410単位 

③ 400単位 

389単位 

地域

区分 
６級地（1単位あたり 10.42円） 

金 

額 

①②11,316円 

③10,743円 

①②14,702円 

③13,962円 

① 5,668円 

② 5,491円 

③ 5,376円 

5,210円 

① 7,335円 

② 7,116円 

③ 6,960円 

6,752円 

① 3,396円 

② 3,292円 

③ 3,219円 

3,126円 

① 4,397円 

② 4,272円 

③ 4,168円 

4,053円 

※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の 50/100 となります。 

  運営基準減算該当が 2か月以上継続している場合は、報酬は発生しません。 

※当事業所が特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より 2,084円を減額します。 
 

【加算】 （適用される加算に関して□に✔が入っています） 

□ 特定事業所加算Ⅰ 

5,407円  519単位  

主任介護支援専門員を 2人以上,介護支援専門員を 3人以上配置し、ご利用者の総

数のうち要介護 3～5である方の占める割合が 4割以上で 24時間連絡が取れる体

制を整え、質の確保をしている場合 

□ 特定事業所加算Ⅱ 

4,386円  421単位   

主任介護支援専門員を 1人以上、介護支援専門員を 3人以上配置し、24時間連絡

が取れる体制を整え、質の確保をしている場合 

☑ 特定事業所加算Ⅲ※ 

3,365円  323単位  

主任介護支援専門員を 1人以上、介護支援専門員を 2人以上配置し、24時間連絡

が取れる体制を整え、質の確保をしている場合 

□ 特定事業所加算（A） 

1,187円  114単位  

主任介護支援専門員を 1人以上、常勤：１人以上 非常勤：１人以上（常勤換算） 

（非常勤は他事業所との兼務可） 

□ 
特定事業所医療介護  

連携加算 

1,302円  125単位  

（１）前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算の算定に係

る病院等との連携の回数（情報の提供を受けた回数）の合計が 35回以上 

（２）前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント 

加算を 1５回以上算定 

（３）特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定していること 

 

☑ 初回加算 

3,126円  300単位  

新規に居宅サービス計画を作成した場合、または要介護認定区分が 2段階以上変

更になった場合 
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☑ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 
2,605円 250単位  

入院した日のうちに病院等とご利用者に関する情報提供を行う場合 

☑ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 
2,084円 200単位  

入院した日の翌日又は翌々日に病院等とご利用者に関する情報提供を行う場合 

☑ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 

4,689円 450単位  

・医療機関や介護保険施設等を退院・退所する際に、医療機関等の職員と面談を行

い、必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法で 1回受け、退院・退所後の居宅

サービス計画を作成した場合 

☑ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 

6,252円 600単位  

医療機関や介護保険施設等を退院・退所する際に、医療機関等の職員と面談を行

い、必要な情報の提供をカンファレンスにより 1回受け、退院・退所後の居宅サービ

ス計画を作成した場合 

☑ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 

6,252円 600単位  

・医療機関や介護保険施設等を退院・退所する際に、医療機関等の職員と面談を行

い、必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法で 2回以上受け、退院・退所後の

居宅サービス計画を作成した場合 

☑ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 

7,815円 750単位  

・医療機関や介護保険施設等を退院・退所する際に、医療機関等の職員と面談を行

い、必要な情報の提供を 2回受け、その内 1回以上はカンファレンスで 1回以上受

け、退院・退所後の居宅サービス計画を作成した場合 

☑ 退院・退所加算(Ⅲ) 

9,378円 900単位  

・医療機関や介護保険施設等を退院・退所する際に、医療機関等の職員と面談を行

い、必要な情報の提供を 3回受け、その内 1回以上はカンファレンスで 1回以上受

け、退院・退所後の居宅サービス計画を作成した場合 

☑ 
ターミナルケア 

マネジメント加算 

4,168円   400単位  

・在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者

又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前 14日以内に２日以

上、ご利用者宅を訪問し、医師やサービス事業者と情報共有や連携を行った場合 

 

☑ 
緊急時居宅          

カンファレンス加算 

2,084円  200単位    

・医師または看護師等とご利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて 

居宅サービス等の利用調整を行った場合 

 

☑ 通院時情報連携加算 

521円   50単位  

利用者が医療機関にて診察を受ける際に同席して、情報連携を行った場合 

利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする 

・利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身

の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な

情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合 
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☑ 

看取り期におけるサービス

利用前の相談・調整に係る

評価 

・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の（原案の）作成

など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること 

・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等におい

て記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこ

と退院に向けて利用者の状態変化のタイミングに合わせて、アセスメントやサービス

担当者会議等の必要なケアマネジメント業務を行い、ケアプランを作成する 

→居宅介護支援費を算定可 

 

（２）交通費 

重要事項説明書に定めるサービスの実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の

地域の方は、介護支援専門員が訪問するための交通費の実費（公共交通機関利用料また

は、自動車を使用した場合ガソリン代金 20円/１ｋｍ（税込）※ 往復分）をいただきます。 

※距離は通常サービスを提供する地域を超えた地点より自宅までの道のりといたします。 

 

（３）解約料 

ご利用者はいつでも契約を解約することができ、解約料はかかりません。 

 

（４）サービス実施記録の複写 

サービス実施記録の複写が必要な場合は、実費として 1枚１０円（税込）をいただきます｡ 

 

 ※令和６年５月以降に算定します。 

 


